
  

特許公報を読んでスピーカーを作ろう
　　　※本資料の作成者は弁理士／弁護士ではない。
　　　　そのため、本資料は参考情報に留め理解すること。
　　　　本資料により被害を受けた場合であっても、
　　　　　　　　本資料の作成者は引責するものではない。

2021年10月30日
スピーカー再生技術研究会　高橋

1



  

特許／実用新案とは

人類の技術レベルアップしたいので、技術公開して共有化して欲しい。
公開してくれたお礼に、一定期間独占権（≒排他権）あげます。
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特許／実用新案とは

特許権では、業として行う物／行為の侵害を防止。

「業として」の明確な定義は無いが、
　学説では、以下行為は対象外と考えられている。

・個人的目的（趣味）で実施
・研究開発において、従来技術評価のため実施
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特許／実用新案とは

小山特許事務所WPより引用
実用新案は審査受けず登録になる
（コピペでも登録になる）

特許は審査受け登録になる
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特許公報を読もう
J-PlatPat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

←①番号から特許公報入手
←②出願人や発明者など検索し、特許公報入手
←③特許分類の確認
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特許公報を読もう① 　公報番号から特許公報入手 7



  

特許公報を読もう① 　公報番号から特許公報入手

発明者や出願人（権利者）情報
※代理人は出願担当した弁理士のこと
※続きは最終頁に記載

出願人が独占権を求める範囲

従来技術、課題、解決手段、作用効果、定義、
測定方法、実施例、図面など発明の詳細

特許分類
Fタームは最終頁に記載
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特許公報を読もう② 　出願人／発明者から特許公報入手 9



  

特許公報を読もう② 　出願人／発明者から特許公報入手 10



  

特許公報を読もう② 　出願人／発明者から特許公報入手 11



  

特許公報を読もう③ 　特許分類から特許公報入手

日本の特許公報には、３種類の特許分類が付与されている。
　　　　　　　　IPC　　FI　　Fターム
※このうち、FIとFタームは日本固有の特許分類。

特許分類はホームセンターの吊看板のようなもの。
吊看板が無いと、欲しい物（知りたい技術）を見つけ出すのが困難。
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特許分類（FI）

特許分類の説明

FIに対応するFターム

特許公報を読もう③ 　特許分類から特許公報入手 13



  

特許公報を読もう③ 　特許分類から特許公報入手 14



  

以上

特許公報を読もう③ 　特許分類から特許公報入手 15
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